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■都道府県別分布状況・レッドリストカテゴリー、生息状況、保全状況
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■各地域における保全取組状況の概要 ■対策の効果及び保全上の課題

■保全取組状況の詳細

対策の効果

・保護区指定により生息地が保全。
・清掃や植物の植え付け、外来種の駆除により生息
環境が改善。
・普及啓発により一般の知識・理解が向上。
・池の造成等により生息域が拡大。
・条例による指定や密漁監視により捕獲圧が低下。
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＜減少要因＞
○河川開発
　・農工業用水の利用増加に伴う湧水の枯渇化
　・コンクリート護岸化などの河川改修
○その他
　・近似種の移入による遺伝子交雑の進行（滋賀県）

対象地域

普及啓発

外来種対策

生息状況調査・研究

遺伝子交雑対策

保全上の課題

滋賀県

・保護区指定により生息地が保全。
・普及啓発により一般の知識・理解が向上。
・生息域外個体群の安定的な維持・増殖が推進。
・条例による指定により捕獲圧が低下。
・他種との交雑個体に関する対策が進展。

絶滅危惧種保全カルテ（案）記入例
＜判定基準＞
　出現範囲が100k㎡未満もしくは生息地面積が10k
㎡未満であると推定されるほか、
１．生息地が過度に分断されているか、ただ1カ所
の地点に限定されている。
２．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継続
的な減少が予測される。

対象地域：滋賀県 対象地域：滋賀県

内容：
◆池を造成し、移植保護されていた個体を放流。他団体と種の交換
を行いながら、生息域と種の保全。
◆月2 回の水路・池の清掃、水生植物の植え付け。
◆子ども会での座談会や、地域での交流会、見学会を行って、パン
フレットの作成と配布による普及啓発を実施。
◆水路周辺の清掃時に、ザリガニの駆除を実施。

内容：
◆生息調査。
◆Ｇ型魚巣ブロックの砂入れ、カワウの防鳥網の設置、池や河川の
清掃、ヘドロ除去など、生息地整備と清掃。
◆地下水の水量、密漁などを日常的に監視。
◆町内小、中学校の総合学習や視察者への普及教育活動。

団体名：民間団体B Ｎｏ．⑤

内容：
◆滋賀県内の現状把握と保全対策の方針を提示。
◆他種との交雑個体群の除去及び移殖再導入に関する検討
◆地域住民、滋賀県等への保全に関する協力要請及び調整
◆研究報告会を開催。

内容：
◆滋賀県内の現状把握と保全対策の方針を提示。
◆生息域外個体群の維持・増殖・研究。
◆生息域外個体群の分散飼育体制の構築。
◆県内の小中学校、水産試験場等での生息域外保全ネットワークを
構築。
◆各学校や地元、博物館にて普及啓発活動を実施。

対象地域：岐阜県 対象地域：岐阜県

Ｎｏ．⑦ 団体名：民間団体E Ｎｏ．⑧ 団体名：博物館

団体名：民間団体C Ｎｏ．⑥ 団体名：民間団体D
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団体名：滋賀県 Ｎｏ．③ 団体名：民間団体A

対象地域

＜生息状況（分布動向、生息地数、出現範囲、生息地面積、推定個体数等の推移）＞
・分布面積：20k㎡以下。
・分布範囲：三重県内では絶滅。現在、生息が確認されているのは滋賀県産個体群と岐阜県個体群の2個体群のみ。
・生息地数：岐阜県十数箇所、滋賀県７箇所
・備考：滋賀県内で、近縁種との交雑による遺伝子浸透が起こっていることが判明。

内容：
◆条例により希少野生生物として指定。
◆指定希少野生生物保護区を設定（岐阜県内5箇所）
◆生息地1箇所、繁殖地1箇所を天然記念物に指定。

内容：
◆条例により希少野生動植物種として指定。
◆生息地保護区を設定（滋賀県内1箇所）

内容：
◆保護活動、協働清掃や観察会を実施。
◆学校、PTA、町内会、各種団体、企業へ向けた、環境出前講
座、研修会の受け入れ。
◆地域イベント、市民会議への参加と提言。

Ｎｏ．① Ｎｏ．②団体名：岐阜県

内容：
◆行政、各地自治会、学校PTA 協力のもとでの湧水池の復元。
◆環境読本、記念誌の発行、DVD 製作、パンフレット作成・配布
などの広報活動。
◆表彰やシンポジウム実施のサポート。
◆小学校での水槽保全を推進し、各地の種が絶えないよう連携。
◆ザリガニ釣りなどの外来種対策を実施。

対象地域：岐阜県内 対象地域：滋賀県

Ｎｏ．④

＜生息環境概要＞
年間の水量・水温が一定した湧水地や、その周辺の流れ
の緩やかな河川に生息し、水草の生い茂ったところを好
む。清浄な湧水のあることは生息環境の必須条件で、水
温20℃を超える場所では生息できない。

＜生物学的特徴＞
全長5－7cm程度。食性は肉食性で、小型の甲殻類や水
生昆虫などを捕食する。
繁殖期は3-5月が中心。婚姻色が出たオスは縄張りを作
りトンネル状の巣を作り、メスを誘って産卵をおこなう。オ
スは産卵後も巣に残って卵を保護する。寿命は1-2年。
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＜備考＞

魚類A

①奥山自然地域

RL備考：

危急種（V）

地域個体群（LP）

絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅危惧ⅠA類（CR）

④河川・湿地地域③都市地域
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出現範囲が100k㎡未満もしくは生息地面積が10k

１．生息地が過度に分断されているか、ただ1カ所

２．出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継続

◆学校、PTA、町内会、各種団体、企業へ向けた、環境出前講

◆行政、各地自治会、学校PTA 協力のもとでの湧水池の復元。
◆環境読本、記念誌の発行、DVD 製作、パンフレット作成・配布

◆小学校での水槽保全を推進し、各地の種が絶えないよう連携。

年間の水量・水温が一定した湧水地や、その周辺の流れ
の緩やかな河川に生息し、水草の生い茂ったところを好
む。清浄な湧水のあることは生息環境の必須条件で、水

全長5－7cm程度。食性は肉食性で、小型の甲殻類や水

繁殖期は3-5月が中心。婚姻色が出たオスは縄張りを作
りトンネル状の巣を作り、メスを誘って産卵をおこなう。オ
スは産卵後も巣に残って卵を保護する。寿命は1-2年。




